
福岡県建築都市部営繕設備課

令和８年４月改定

建築設計業務委託仕様書

ワンヘルスの森　四王寺ビジターセンター（仮称）整備事業基本・実施設計業務委託



【令和８年４月改定】

Ⅰ　適用

１．本建築設計業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）は、建築設計業務

　　（建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備等の設計業務及び積算業務等をいうもの

　　とし、以下「設計業務」という。）の委託に適用する。

２．業務仕様書（以下の（１）から（４）をいう。）は、相互に補完するものとする。た

　　だし、業務仕様書の間に相違がある場合、優先順位は次の（１）から（４）の順序の

　　とおりとする。

（１）質問回答書

（２）現場説明書

（３）別冊の図面等（設計内容を補足するもの（単なる既存図面は含まない））

（４）仕様書

３．受注者は、前項の規定により難い場合又は業務仕様書に明示のない場合、若しくは疑

　　義が生じた場合には、設計担当職員と協議するものとする。

４．本仕様書中にチェックボックスのある項目は、チェック(■)が入っている項目を要求

　　事項とする。

建築設計業務委託仕様書
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（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

第 12 号 第 1 類

　　　ａ．敷地の面積 （ ）

　　　ｂ．用途地域及び地区の指定 （ ）

　　　ａ．施設の延べ面積 （ ）

（うち、設計対象面積） （ ）

　　　ｂ．主要構造・階数 （ ）

類

類

類

　　　ａ．施設の延べ面積 （ ）

（うち、設計対象面積） （ ）

　　　ｂ．主要構造・階数 （ ）

類

類

類

　　　ａ．施設の延べ面積 （ ）

（うち、設計対象面積） （ ）

　　　ｂ．主要構造・階数 （ ）

類

類

類

651㎡

乙

9,754.83㎡

都市計画区域（区域区分非設定）

323.7㎡

　　　　　３）建築設備 乙

③学習展示棟（改修）

361.75㎡

361.75㎡

　　　　　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日国営計第126号、国営整

　　　　第198号、国営設第135号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

　　　　　１）構造体 Ⅱ

　　　　　２）建築非構造部材 Ｂ

①事務研修棟（解体）

　（２）施設の条件

　　　　　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日国営計第126号、国営整

鉄骨造、一部木造 地上　１階

　　　ｃ．耐震安全性の分類

323.7㎡

　　　　第198号、国営設第135号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

②「ワンヘルスの森　四王寺ビジターセンター（仮称）」（新築）

651㎡

　　　　　２）建築非構造部材 Ｂ

　　　　　３）建築設備 乙

鉄骨造、一部木造　地上　２階

　　　ｃ．耐震安全性の分類

　　　　　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年3月29日国営計第126号、国営整

　３．設計与条件

　（１）敷地の条件

Ⅱ　業務概要

　１．業務名称

糟屋郡宇美町大字四王寺２０７

　（２）施設名称 ①「事務研修棟」

ワンヘルスの森　四王寺ビジターセンター（仮称）整備事業基本・実施設計業務委託

　２．計画施設概要

　（１）敷地の場所

※令和6年国土交通省告示第8号別添二に基づく建築物の類型及び用途等

③「学習展示棟」

②「ワンヘルスの森　四王寺ビジターセンター（仮称）」

　　　　　１）構造体 Ⅱ

　　　　　２）建築非構造部材 Ｂ

　　　　　３）建築設備

木造　地上　１階

　　　ｃ．耐震安全性の分類

　　　　第198号、国営設第135号）による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。

　　　　　１）構造体 Ⅱ
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　　　　概算工事費（消費税抜き）

（ ）

（ ）

（ ）

　（４）その他条件

　　　契約締結の日から まで

■ 対象

□ 対象外

重要事項（建築士法）に関する説明については、契約書提出時に行うものとする。
（重要事項説明書への押印は不要とする。）

営繕設備課　建築担当 （ ）内線（ ）

営繕設備課　電気設備担当 （ ）内線（ ）

営繕設備課　機械設備担当 （ ）内線（ ）

　　　　　機械 千円

　　　　　建築
分離

工事発注方式（予定）

千円

千円　　　　　電気

　５．重要事項説明

　６．設計担当職員

　（６）履行期間

未定

未定

未定

令和9年9月30日(木)

　４．情報共有システム活用対象業務

112

分離

4～6

年度

分離

　（３）建設の条件

月

千円

　（５）設計スケジュール

別紙１による

日程

　　　　　 計

9 32 7

年度

1110

別紙1による

別紙1による
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■ 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士

設計業務は一般業務、追加業務及び設計意図伝達業務とし、内容及び範囲は次による。

一般業務の内容及び対象外業務は別紙２による。

なお、建築設計及び設備設計が分離発注されている場合は、建築設計において設計内容や

進捗の統括管理を行うこと。

　　　■ 基本設計

■ 建築基本設計

■ 設備基本設計

　　　■ 実施設計

■ 建築実施設計

■ 設備実施設計

Ⅲ　業務仕様

　１．要求設計図書

　（１）設計図書の作成は、「10．成果物」(1),(2)のうち県にて指示する設計図書とす

　　　　る。

　（１）一般業務

　　　業務主任技術者の資格要件は次による。

　４．設計業務の範囲 （必要事項詳細については、別項「10.成果物」、「11.提出図書」参照）

　（２）提出図書は、「11．提出図書」(1)～(4)のうち県にて指示するものとする。

　（３）図面は、県の指示する図面ファイルに収納して提出する。

　２．設計期間

　　　設計期間は、検図後の訂正期間を含む終了時点とする。

　３．業務主任技術者の資格要件

　（４）情報共有システム活用対象設計業務の書類のやりとりは、原則として情報共有

　　　　システムを活用すること。また、設計担当者との協議により、電子による書類

　　　　検査及び納品を行うことができる。
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追加業務の内容は、次に示す業務とする。

■ 積算業務（積算数量算出書、単価作成資料、見積収集、見積検討資料　等の作成）

■ 計画通知等の作成及び申請手続業務（申請料は除く）

構造計算適合性判定の予定 （ 有・無 ）

建築物エネルギー消費性能適合性判定又は確保の

ための構造及び設備に関する計画の届出の予定 （ 有・無 ）

□ 計画通知に係る都市計画法上の資料作成、申請手続業務（申請料は除く）

開発許可等の申請 （ 有・無 ）

□ 盛土規制法上の資料作成、申請手続業務（申請料は除く）

盛土規制法許可等の申請 （ 有・無 ）

□ 市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務

■ 各種計画書等の作成及び申請手続業務

■ バリアフリー関連計画の資料作成及び申請手続業務

□ 景観関連計画の資料作成及び申請手続業務

　　　 □ 防災計画評定、 □ 防災性能評定に関する資料作成及び申請手続業務

　　　 □ ライフサイクルCO2による環境性能評価に関する資料作成及び申請手続業務

　　　 □ ＣＡＳＢＥＥによる評価に係る業務 ■ BELSによるZEB認証に係る業務

□ 各種補助申請等の資料作成及び協議、手続業務

□ 防衛省関連資料の作成及び協議、手続業務

□ 各種補助申請関連資料の作成及び協議、手続業務（国庫補助関連）

□ 学校施設台帳等資料作成業務

■

□

※色彩計画を考慮し、着色すること

□

）

　　　□

■ 石綿含有建材の事前調査報告書作成※定性分析検体数は以下のとおり。
□ 仕上塗材（吹付タイル材） 検体数 （ ）
■ 仕上塗材（リシン吹付材） 検体数 （ ）
■ 天井仕上材成形板 検体数 （ ）
□ 壁仕上材成形板 検体数 （ ）
■ その他 （ ） 検体数 （ ）

□ 外壁打診調査（高所作業車等による） （ ） 日

□

□ （ ）

■

■

　　　□ 電波障害発生検討書作成

　　　□ 電波障害現地調査 調査点数（ ）点

■ 概略工事工程表の作成 （ 中間時 1 回程度）

■ 概算費の算定 （ 中間時 1 回程度） ※最終概算費は一般業務に含む。

■

■

　（２）追加業務

　　　　　   　　　（標識看板の作成、設置報告書の届出、日影図の作成等　 法対象建築物のみ）

）、枚数（ 5  ）

　　　　　　　　　　　　 額の有無（ 無 ）及び材質（ -  ）

）　判の大きさ（透視図作成 　　種類（
鳥瞰、外
観、内観 A3

）、主要材料（

）及び材質（

模型の写真撮影 カット枚数（

12

敷地測量調査及び資料作成（詳細の仕様・条件は別紙１による）

　（３）設計意図伝達業務

 ）及び電子データ（　　

 ）模型製作 〔縮尺（

　　　　　　　　　　　 ケースの有無（

）判の大きさ（

土壌汚染対策法による土地の形質の変更届出に係る資料作成　

 ）〕

 ）

ﾀｲﾙ・設備配管等

1

日影図作成（法対象以外）※簡易なものは一般業務に含む。

5

総合評価方式入札の課題の提案及び回答に対する検討業務

設計意図伝達業務に係る資料作成等業務

　　　　白黒・ｶﾗｰの別（  

各種調査、届出等に係る資料作成、手続業務　

地質調査及び資料作成（詳細の仕様・条件は別紙１による）
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　　ｂ．実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によっ

平成２５年版 ）

　　　　て行う。

　　　　　ａ．業務着手時

　　　・建築構造設計基準の資料 令和３年改定版 ）

　　　・建築工事設計図書作成基準の資料

　　　・建築工事標準詳細図 令和４年改定版 ）

　　　・官庁施設のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに関する基準 平成１８年版 ）

　　　・官庁施設の防犯に関する基準

　　　・木造計画・設計基準の資料 令和７年改定版 ）

　　　・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　　　・建築設計基準の資料 令和７年改定版 ）

）

　　　・建築設計基準

）

令和７年版 ）

令和７年版

令和４年版

令和７年改定版 ）

　　　・構内舗装・排水設計基準の資料 平成２７年版 ）

　　　　　ｃ．積算（実施設計時）又は概算費算定前（基本設計時）

　（３）適用基準等

　　　　本仕様書に記載されていない事項は、以下の基準等による。

令和２年改定版 ）

　　　・建築構造設計基準 令和３年改定版 ）

　　　・公共建築木造工事標準仕様書 ）

）

令和７年改定版

　　　・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

　　　・木造計画・設計基準 令和７年改定版

　　　・建築物解体工事共通仕様書

　　　・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

）

　　　・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 平成８年版 ）

　　　・建築工事設計図書作成基準 令和２年改定版 ）

　　　・官庁施設の環境保全性基準 令和７年改定版 ）

　５．業務の実施

　　ｃ．積算業務は、設計担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によっ

　　　受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

　　　　なお、以下に示す改定時期、制定時期は参考であり、最新版を用いること。

　　　　　ｄ．県担当職員又は業務主任技術者が必要と認めたとき

　　　　　ｅ．その他（

　　　　　ｂ．基本設計又は実施設計図書作成着手前

）

　　　・構内舗装・排水設計基準 平成２７年版 ）

令和６年版 ）　　　・防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書

令和６年改定版 ）

　　ａ．建築

　　　・敷地調査共通仕様書

平成２１年版 ）

　　　　て行う。

　（１）一般事項

　　ａ．基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。

　　　な連絡を取り、業務の方針、疑義等を正すものとし、その内容についてはその都度

令和４年改定版

　　　　なお、打合せは以下に定める時期に行うものとする。

　　 

　（２）打合せ及び記録

　　　　設計業務を適正かつ円滑に実施するため、業務主任技術者と県担当者は常に密接

　　　・官庁施設の基本的性能基準
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　（５）その他

　　　　本業務はウィークリースタンス及びワンデーレスポンスの対象であるため、「ウィ

　　　ークリースタンス実施要領」及び「ワンデーレスポンス実施要領」に基づき、受発注

　　　者双方の協力のもと、業務に取り組むものとする。

）

平成２８年版

）

令和７年版

　　　・公共建築改修工事標準仕様書（電気･機械設備工事編）

令和７年版

）

　 　　・公共建築工事標準仕様書（電気･機械設備工事編）

平成２８年改定版

令和６年版 ）　　　・防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書

　　　・建築設備設計計算書作成の手引

　　ｄ．設備積算

　　　・公共建築設備数量積算基準 令和７年改定版

　　　・公共建築工事共通費積算基準 令和７年改定版 ）

　　　 ・公共建築設備工事標準図（電気･機械設備工事編）

令和４年版 ）

　　　・公共建築数量積算基準

令和６年版

）令和７年改定版

　　　・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準

令和７年改定版 ）　　　・公共建築工事積算基準等資料

）

）

　　ｃ．設備

　　　・官庁施設の総合耐震診断・改修基準

　　　・建築設備計画基準 令和６年版

令和７年版

平成８年版 ）

平成２５年版

令和７年改定版

）　　　・公共建築工事積算研究会参考歩掛り

　　　・公共建築工事標準単価積算基準 令和７年改定版

令和５年改定版 ）

　　　・公共建築工事積算基準

　　　・公共建築工事積算基準 平成２８年改定版 ）

　　ｂ．建築積算

　　　・公共住宅建設工事共通仕様書

令和７年改定版

　　　・公共建築工事内訳書標準書式 ）

　　　・公共建築工事共通費積算基準

　　　・建築設備耐震設計・施工指針 ２０１４年版 ）

）

）

令和７年改定版 ）　　　・営繕工事積算チェックマニュアル

）

　　　・建築設備設計基準

令和６年版 ）

令和７年改定版

　　　・雨水利用・排水再利用設備計画基準

　　　・建築設備工事設計図書作成基準 令和６年改訂版

）

）

　　　・公共建築工事標準単価積算基準

　　　・公共住宅電気（機械）設備工事積算基準 令和５年版 ）

）

）

　（４）成果物の提出場所 　　　福岡県建築都市部営繕設備課 ）
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　　　る書式により作成する。工事費内訳には、積算の拾い出し原稿、見積書、見積比較

　（１）設計図書は、各工事別（建築工事、電気設備工事、機械設備工事、黒板工事等）

　　　及び各工区別（県で指示する工区）に分類・作成し、それぞれ別に入札できるよう

　　　仮設計画図には「仮設計画は参考とする」旨の記述を行うこと。（位置等は設計担当

　（４）１図面１ファイルとし、名称は図面番号を最初に含むもの（例：Ａ０３配置図）

　　　　とし、出力サイズの設定はＡ１サイズとする。

　７．設計上の留意事項

　　　表も併せて提出する。

　　　また、設計担当職員の指示する期日までに工事費概算をＲＩＢＣ２で提出すること。

　　　に作成する。

　（２）設計図書は、図面、建築構造書、工事費内訳明細書及び特記仕様書を県の指示す

　　　り作成し、電子データで提出する。

　　　　

　（３）図面タイトルは右下隅に統一するとともに、「発注図」の記述を行うこと。また、

　　　（以下、「バリアフリー関連計画」）

　　　なお、工事内訳書は、営繕積算システム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システムによ

　（２）増改築等に伴って既存部分の防火区画、避難施設器具及び消防施設等の改造が

　（１）実施設計に当たっては、既存の設計図書及び施設資料等を参考に綿密なる現地

　（７）設計した工事の内訳書は、開札前までに単価を適宜最新に置き換えるため、刊行

　　　　物等の単価及び見積単価（見積りの取直しを含む。）の入替えを行うこと。

　（５）図面データ等は工事及び施設の保守管理の使用に限定し、利用できるものとする。

　　　職員に確認のこと）

　　　調査の上、事前に関係官庁、上下水、電力、ガス、情報通信の供給者及び水利権

　（６）図面内容（文字等）は縮小（指定サイズ(Ａ３、Ａ４)）したときに、容易に読め

　　　　ること。

　　　た場合は、軽微な変更説明書等の作成に協力すること。

　　　備設計にて行い、建築設計にて計画書の取りまとめを行うこと。

　　　設計意図伝達業務においては別紙３「設計意図伝達業務のフロー」に沿って業務

　　　を進めること。

　　　更等を生じないよう特に留意する。

  （５）建築設計及び設備設計が分離委託されている場合は、建築物エネルギー消費性

　６．設計図書の作成要領

　　　必要な場合、及び既存不適格部分を有することが判明した場合は、速やかに設計

　（３）水の再利用施設については、県の技術基準による。ただし、各市町村で上乗せ

　　　基準等を作成している場合はそれによる。

　（４）高齢者、身体障害者等に対する設計上の考慮は、「高齢者、障害者等の移動等

　　　の円滑化の促進に関する法律」「福岡県福祉のまちづくり条例」及び関係市町村

　　　担当職員に報告し、指示を受ける。

　　　能確保計画書の作成に当たり、双方協力の上、一次エネルギー消費量の算定は設

　　　　また、工事期間中に建築物エネルギー消費性能確保計画書の内容に変更が生じ

　　　者等との打合せを行い、関係諸法規を厳守し、工事着手後において設計内容の変

　　　　なお、実施設計業務においては別紙３「設計業務の流れ」に沿って設計を進め、

　　　の条例等によるほか、設計担当職員の指示を受け十分に留意する。
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※　大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第18条の15第１項及び石綿障害予

　　防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第３条第１号に基づく調査

　　　　　ック事業）」により認定されるＡランク又はＢランクの認定分析技術者、一

　　　　　般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研

　　　　　測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業（石綿分析に係るクロスチェ

　　　 3)分析方法は、日本産業規格（JIS）A1481-1若しくはA1481-2又はこれらと同等

　　　　以上の精度を有する分析方法を用いること。

　 　　1)「建築構造設計基準」により、構造計画・構造計算を行うこと。ただし、限界

　　　　なお、当該調査結果は、工事請負者が行う事前調査（※）の効率化を図るため、

　 　　1)本調査は、工事の工期及び予定価格を正確に把握するために行うものである。

　　　　工事請負者に提供する。

  　　連計画」）に留意すること。

　　　　　得ること。

　　　　※「十分な経験及び必要な能力を有する者」とは、公益社団法人日本作業環境

　（10）石綿含有建材の調査を要する際は、以下のことに留意すること。

　　　 4)仕上塗材の分析方法は、石綿含有の場合に仕上塗材又は下地調整材のどの部分

　　　　に含有されているか、判別できるものであること。

　　　　　修修了者」や「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」とする。

　　 　2)石綿含有の分析は、十分な経験及び必要な能力を有する者※が行うこと。

　　　 3)事前に構造チェックリストを作成し、設計担当職員の承認を得ること。

　　　理指針」による改修工法選定フローに基づくものとすること。

　　　　なお、外壁劣化調査を行えない箇所については、抽出調査等により劣化状況を把

　　　の適正な設計について」に留意し、十分な地盤調査　結果に基づく適切な設計を実

　 (11)構造計算を行う際には以下のことに留意すること。

   　　　耐力計算法は原則として使用しないこと。

　　 　2)大臣認定プログラムを使用する場合は以下の事項を遵守すること。

　　　報告書を提出すること。また、改修工法については、原則として「建築改修工事監

　（13）外壁改修工事の設計に当たっては、高所作業車等を使用して劣化数量調査を行い、

　　　　・モデル化、フレームと壁の地震力の負担割合、剛性低下（評価）、変形制限等、

　　　　　構造計算の基本事項については、設計担当職員に事前に承認を得ること。

　（12）基礎ぐいの設計に当たっては、平成28年3月4日付け国住指発第4240号「基礎ぐい

　　　握することで、改修方法を選定すること。

　　　　・一貫性を損なうデータの差し替え等は行わないこと。

　　　　・認定書等建築確認申請時に添付を要する資料は全て添付し、省略しないこと。

　　　　　（添付を要しない資料についても、必要に応じ添付すること。）

　　　施すること。

　　　　・メッセージが出力された場合は、その対処法を明記し、設計担当職員の承認を

　　　する建築工事分を適切に設計すること。

  （６）福岡県安全安心まちづくり条例、福岡県美しいまちづくり条例、福岡県公共施

　（７）前年度からの継続工事の場合は、前年度設計を標準としてこれに倣い、将来計

　　　画を考慮に入れて設計を行う。

  　　設景観形成指針及び各種景観計画や各市町村が定める景観条例（以下、「景観関

　（８）建物の構造、仕上げ等は、県の標準設計がある場合はそれに倣う。

　　　特に構造、意匠に変更を要する場合は設計担当職員と協議し、承認を得ること。

　（９）建築単独工事においては付随する設備工事分を、設備単独工事においては付随
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　　　　じるおそれがある場合は、速やかに設計担当職員と日程に関する協議を行うこと。

　（６）受注者は、この業務の実施に当たり、暴力団等による不当介入の排除対策（以下、

　　　「排除対策」という。）として、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　　　１）暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに

　　　　設計担当職員に書面（任意様式）で報告するとともに、所轄の警察署に届出を行

　　　　い、捜査上必要な協力を行うこと。

　　　２）暴力団等から不当要求による被害又は業務の妨害を受けた場合は、速やかに設

　　　　計担当職員に書面（任意様式）で報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提

　　　　出すること。

　　　３）１）又は２）の排除対策を講じたにも関わらず、設計スケジュールに遅れが生

　（14）工事監理業務で実施する場合を除き、工事期間中に設計内容や数量に変更が生じた

　　　（空調、衛生）の設計区分ごとに実務担当者を定め、設計実務担当者届を１通提出

　　　する。業務の一部を他に委託する場合は、その旨を明記し、設計担当職員の承認を

　　　得ること。

　（３）受注者は、業務完了後に直ちに業務完了届を提出すること。

　（１）受注者は、この業務の実施に伴い関係する特許権、実用新案権、意匠権、商標権

　　　その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）

　　　の存在の有無を確認するものとし、特許権等の対象となっている履行方法を使用す

　　　るときは、県が業務仕様書に特許権等の対象である旨を明示してその履行方法を指

　（４）ＪＶ受注者は、協定書を提出し、責任体制を明確にすること。

　　　方の記名押印の上、委託契約後２週間以内に作成、提出し、設計担当職員の承認を

　（２）受注者は、委託契約締結後７日以内に、建築（総合、構造、積算）、電気、機械

　（１）受注者は、委託契約締結後７日以内に、業務主任技術者を定め、業務工程表を添

　（５）入札時における質疑及び入札時積算数量書活用方式における協議書が提出された

　（３）建築と設備の設計を一括して受託する場合において、その業務の一部を他の設計

　　　事務所へ委託するときは原則として県指名登録を受けた事務所とする。

　　　えた業務着手届を提出する。

　　　得ること。

　（４）積算業務に際しては、建築積算資格者の適切な活用に努める。

　　　場合には、その検討を行うこと。

　　　ついては建築設計事務所が総合調整を行い、設備設計の工程を含む総合工程表を双

　９．提出書類

　８．その他

　　　検査又は仮使用認定の手続きが必要な場合は、その関連資料の作成に協力すること。

　　　　なお、建築と設備の設計を分離して設計事務所が受託する場合は、設備の設計に

　　　設計意図伝達業務において作成した資料で不足する場合は、追加資料を提出し、十

　　　　この場合、必要に応じ受注者は現地において立会、指導を行うものとする。

　　　分な協議、検討、回答を行う。

　　　場合は、変更図面の作成に協力すること。また、建築基準法、消防法等に基づく完了

　　　定した場合を除き、設計担当職員の承認を得なければならない。

　（２）工事実施に当たり、各部の納まり及び設計内容上の疑義及び変更が生じた場合で、
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成果物 縮尺 摘要

・仕様概要表 工法等

・仕上表

・面積表及び求積図

・敷地案内図 1/2,500 地域、地区を記入

・配置図 1/200、1/300 敷地狭小の時1/100、広大な時 別途指示

・平面図（各階） 1/200、1/300

・断面図（各主要断面） 1/200、1/300

・立面図（各面） 1/200、1/300

・矩計図（各主要部詳細） 1/30～1/50

・基本設計説明書 計画要旨、計画経過

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・日影図 (法対象及び簡易なものは一般業務)

・透視図 (簡易なものは一般業務)

・模型 (簡易な検討用模型等は一般業務)

・写真撮影（模型等）

・石綿含有の有無に関する 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

　事前調査報告書 試験報告書他

・測量調査報告書

・地質調査報告書

・各種資料、調査、計画資料 上記以外の追加業務に係る資料及び補足資料等

・基本構造計画案 適　宜 梁伏、軸組等、架構形式の概略図

・構造計画概要書

・仕様概要書

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・各種資料、調査、計画資料 追加業務に係る資料及び補足資料等

建

築

（

構

造

）

一

般

業

務

追

加

業

務

10．成果物

　（１）基本設計　【建築】　　成果物の一般仕様を示す。

建

築

（

総

合

）

一

般

業

務

追

加

業

務
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成果物 縮尺 摘要

・電気設備計画概要書 建築設備計画基準・同要領によること

・昇降機設備計画概要書

・仕様概要書

・基本設計説明書 計画要旨、計画経過

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・石綿含有分析調査報告書 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

試験報告書

・各種検討、調査、計画資料

・空気調和設備計画概要書 建築設備計画基準・同要領によること

・給排水衛生設備計画概要書

・仕様概要書

・基本設計説明書 計画要旨、計画経過

・工事費概算書

・打合せ議事録

・その他資料

・石綿含有の有無に関する 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

　事前調査報告書 試験報告書他

・各種検討、調査、計画資料

10．成果物

　（１）基本設計　【設備】　　成果物の一般仕様を示す。

電

気

設

備

一

般

業

務

追

加

業

務

機

械

設

備

一

般

業

務

追

加

業

務
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成果物 縮尺 摘要

・図面目録

・特記仕様書 （県様式使用）

・施工区分表 建築、電気、機械の施工区分の明記

・仕上表 仕上区分を明確にする

・面積表及び求積図 1/200 算式、集計表、各階床面積、建築面積

・敷地案内図 1/2,500 地域、地区を記入

・配置図 1/200、1/300 敷地狭小の時1/100、広大な時別途指示

・平面図（各階） 1/100

・断面図（各主要断面） 1/100

・立面図（各面） 1/100

・展開図 1/30～1/50
特に不要と認められる場合以外は、各室各
面、仕上げ区分を明記

・床伏図 1/50、1/100 各階

・天井伏図 1/50、1/100 各階、設備開口位置記入

・屋根伏図 1/100 ドレン、勾配流れ及び目地等を記入

・平面詳細図 1/20～1/50 同一平面でない限り各部分全て

・矩計詳細図 1/20、1/30 立面、階数等の異なる場合その各々について

・階段詳細図 1/20、1/30 各階段共

・部分詳細図 1/20、1/30 各部必要のある箇所

・建具キープラン 平面図兼用も可

・建具表 1/30～1/50
記号、寸法、材質、金物、仕上ガラス、その
他記入

・屋外施設設計図 1/100、1/200
各部配置排水等（配置図との兼用も可）施工
区分明記

・その他詳細図 1/20、1/30 新旧取合せ箇所等、屋外工事等

・打合せ議事録、その他資料 Ａ４版

・設計チェックリスト 別紙３参照

・設計方針書 Ａ４版 工種ごと

10．成果物

　（２）実施設計　【建築総合】（その１）　成果物の一般仕様を示す。

一

般

業

務

建

築

（

総

合

）
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成果物 縮尺 摘要
・計画通知関連図書 資料作成・届出

・工事費内訳明細書 電子データ 営繕積算システムＲＩＢＣ２（（一財）建築
コスト管理システム研究所）による

・積算数量算出書、見積書 Ａ４版 3者見積を原則とし、項目（材料費、労務
費、運搬費、消耗材料費等、諸経費（元請け
諸経費は含まない）、現場労働者に関する法
定福利費の別を明示した上で徴収すること。

・日影図 (法対象及び簡易なものは一般業務)

・透視図 (簡易なものは一般業務)

・模型 (簡易な検討用模型等は一般業務)

・写真撮影(模型等)

・概算工事費内訳書 中間時（設計担当職員による指示）に提出

・概略工事行程表

・防災計画評定計画書 評定書添付

・防災性能評定計画書 評定書添付

・省エネ法関係計画書 届出書等添付

・バリアフリー関連計画書 届出書等添付

・景観関連計画書 届出書等添付

・各種条例等届出書 届出書等添付

・石綿含有の有無に関する 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

　事前調査報告書 試験報告書他

・ダイオキシン調査報告書

・ＰＣＢ調査報告書

・外壁調査報告書 （打診等調査図、調査表及び報告書）

・敷地測量報告書

・地質調査報告書

・その他調査、検討、計画資料 上記以外の追加業務に係る資料及び補足資料等

・積算チェックリスト

・総合評価方式に係る 建築構造、設備設計（一括の場合）を含む。

　課題提案等資料

・設計意図伝達資料一式 建築構造、設備設計（一括の場合）を含む。

・開発許可申請に係る資料

・開発許可不要証明

・盛土規制法許可等申請に

　係る資料

　（２）実施設計　【建築総合】（その２）　成果物の一般仕様を示す。
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成果物 縮尺 摘要

・構造設計図

　（ア）各階伏図 1/100
通り柱、梁、床版、壁記号、杭打ちの場合杭
伏図、土質柱状図

　（イ）各通軸組図 1/100、1/200 通り柱、梁記号

　（ウ）基礎配筋図 1/20、1/50 簡単な場合基礎伏図の一部利用も可

　（エ）梁貫通伏図 1/100、1/200 スリーブ径、貫通位置

　（オ）柱梁断面リスト 1/20、1/50 柱にはＸ、Ｙ方向の明記

　（カ）梁構配筋図 1/20、1/50 特に指示なき場合Ｘ、Ｙ方向共１～２種

　（キ）その他配筋図 1/20、1/50 庄版、壁、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄその他配筋図及びﾘｽﾄ

　（ク）配筋基準図

　（ケ）鉄骨軸組図 1/100、1/200 通り柱、梁記号

　（コ）鉄骨梁構詳細図 1/20、1/30 通り柱、梁記号、鉄骨寄芯明記

　（サ）鉄骨断面リスト 柱にはＸ、Ｙ方向の明記

　（シ）鉄骨ｼﾞｮｲﾝﾄ詳細図 1/20、1/30

　（ス）鉄骨柱、梁詳細図 1/20、1/30 柱にはＸ、Ｙ方向の明記

　（セ）鉄骨梁貫通伏図 1/100、1/200 スリーブ径、貫通位置

　（ソ）各部断面図

　（タ）標準詳細図

　（チ）その他各部詳細図

・構造計算概要書

・構造計算書

・その他計算書

・打合せ議事録

・調査、検討、計画資料

・構造評定等申請図書 評定書等含む

　　　　

※建築基準法・建築士法及び関係政省令により必要となる図書を含む。
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10．成果物

　（２）実施設計　【建築構造】　成果物の一般仕様を示す。
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成果物 縮尺 摘要

・図面目録

・特記仕様書 県指定(電気･電波障害防除･昇降機)

・施工区分表

・敷地案内図 適宜

・配置図 1/200、1/300

・各系統図 適宜 幹線及び盤間

・各結線図 適宜 単線結線図､展開結線図(制御系統)

・受変電操作盤関係図 1/10～1/50 主要機器配置姿図､盤面配置ﾋﾟｯﾄ図等

・各幹線平面図 1/50、1/100 電灯､動力､弱電､その他

・各電灯･ｺﾝｾﾝﾄ平面詳細図 1/10～1/50 配線､配管､配置､その他施工仕様

・照明器具姿図 1/2～1/10 特記させるものに限る

・各弱電平面図 1/50、1/100
火報、放送、電話、インターホン、共聴、防
災その他

・各弱電系統図 適宜 同上

・屋外付帯設備関係図 1/10～1/200
配管配線、配置、架設、装柱、布設ピット、
マンホール

・その他設備関係図 適宜
自家発､避雷､構内交換､電気時計､中央監視､
防犯､搬送機、迂回工事、仮設工事その他

・各種計算書 照度､幹線､変圧器その他

・設計計画書 受変電､弱電､防災､幹線その他

・打合せ議事録 Ａ４版 関係部署、官公庁及び建築、機械との取合い

・実施設計チェックリスト

・計画通知関連図書 資料作成・届出

・工事費内訳明細書 電子データ
営繕積算システムＲＩＢＣ２（（一財）建築
コスト管理システム研究所）による

・積算数量算出書、見積書 Ａ４版 見積書は法定福利費を含むものとする。

・概算工事費内訳書 中間時（設計担当職員による指示）に提出

・概略工事行程表

・防災計画評定計画書 評定書添付

・防災性能評定計画書 評定書添付

・省エネ法関係計算書 届出書等添付

・バリアフリー関連計画書 届出書等添付

・景観関連計画書 届出書等添付

・各種条例等届出書 届出書等添付

・ＰＣＢ調査報告書

・電波障害調査報告書 測定点　　点

・中長期保全計画書 ＬＣＣＯ2

・その他調査、検討、計画資料 上記以外の追加業務に係る資料及び補足資料等

・積算チェックリスト

・石綿含有の有無に関する 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

　課題提案等資料 試験報告書他

・総合評価方式に係る 建築設計（一括の場合）を含む。

　課題提案等資料

・設計意図伝達資料一式

10．成果物

　（２）実施設計　【電気設備】　成果物の一般仕様を示す。
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成果物 縮尺 摘要

・図面目録

・特記仕様書 県指定(空調･給排水衛生ｶﾞｽ･浄化槽)

・施工区分表

・敷地案内図 適宜

・配置図 1/200、1/300

・系統図 適宜

・機器一覧表 適宜

・平面図、立面図、断面図 1/100、1/200 各種配管､ﾀﾞｸﾄ､自動制御その他

・詳細図 1/10～1/50 機械室､便所､各機器廻り複線その他

・屋外付帯設備関係図 1/10～1/200 配管､配置､布設ﾋﾟｯﾄ､ﾏﾝﾎｰﾙ

・その他設備関係図 適宜
排煙､厨房機器､ｶﾞｽ､屎尿浄化槽､さく井､特
殊、昇降機、迂回工事、仮設工事その他

・各種計算書 給水、消火、空調負荷、換気、受水槽その他

・設計計画書
給排水､給湯､揚水､消火､熱源､冷温水､ﾀﾞｸﾄそ
の他

・打合せ議事録 Ａ４版 関係部署、官公庁及び建築、電気との取合い

・実施設計チェックリスト

・計画通知関連図書 資料作成・届出

・工事費内訳明細書 電子データ
営繕積算システムＲＩＢＣ２（（一財）建築
コスト管理システム研究所）による

・積算数量算出書、見積書 Ａ４版 見積書は法定福利費を含むものとする。

・概算工事費内訳書 中間時（設計担当職員による指示）に提出

・概略工事行程表

・防災計画評定計画書 評定書添付

・防災性能評定計画書 評定書添付

・省エネ法関係計算書 届出書等添付

・バリアフリー関連計画書 届出書等添付

・景観関連計画書 届出書等添付

・各種条例等届出書 届出書等添付

・中長期保全計画書 ＬＣＣＯ2

・その他調査、検討、計画資料 上記以外の追加業務に係る資料及び補足資料等

・積算チェックリスト

・石綿含有の有無に関する 採取場所を明示した各階平面図、定性分析

　事前調査報告書 試験報告書他

・総合評価方式に係る 建築設計（一括の場合）を含む。

　課題提案等資料

・設計意図伝達資料一式
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10．成果物

　（２）実施設計　【機械設備】　成果物の一般仕様を示す。
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要求
図書 成果物等 製本形態 備考

■ 基本設計図書 Ａ３ ※2部はファイル製本(A3)

■ ａ．建築（総合）

　・建築（意匠）設計図

　・基本設計説明書

　・工事費概算書

■ ｂ．建築（構造）

　・基本構造計画案

　・構造計画概要書

　・構造仕様概要書

　・工事費概算書

■ ｃ．電気設備

　・電気設備計画概要書

　・電気設備設計図

　・昇降機設備計画概要書

　・仕様概要書

　・工事費概算書

■ ｄ．機械設備

　・空気調和設備計画概要書

　・空気調和設備設計図

　・給排水衛生設備計画概要書

　・給排水衛生設備設計図

　・仕様概要書

　・工事費概算書

■ ｅ．その他

　・日影図

　・敷地測量図

　・写真

　・各種技術資料、報告書、計算書

　・各記録

（２）基本設計（基本設計図書以外）

要求
図書 成果物等 原本等 提出形態 摘要

■ その他資料等

　・電子データ 各１部 CAD及びPDF
基本設計図書他成果物
資料等（CD提出）

　・透視図 各 1 部 サイズ　　A3　版

　・模型

　・写真（　　　　　） 各　部 印刷物・ﾃﾞｰﾀ サイズ　　　版

　・各種届出、評価書等の原本 各１部 ファイル

11．提出図書

（１）基本設計（基本設計図書）

部数

（　５　）部

(追加業務等に係る資
料の提出仕様は設計担
当職員指示による)
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要求
図書 成果物等 原図又は原稿 製本形態 摘要

■ ａ．建築（総合）

　・建築（総合）設計図　 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・計画通知図書 各１部 （ ） 部 Ａ４

　・建築工事積算数量算出書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・建築工事積算数量調書（内訳書） 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・実施設計チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

　・積算チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

■ ｂ．建築（構造）

　・建築（構造）設計図 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・構造計算書 各１部 （ ） 部 Ａ４ 計算データ（CD,製本袋とじ:1部）

■ ｃ．電気設備

　・電気設備設計図 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・昇降機設備設計図 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・電気設備設計計算書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・昇降機設備設計計算書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・計画通知図書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・電気設備工事積算数量算出書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　　(拾い図等を含む）

　・電気設備工事積算数量調書(内訳書) 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・実施設計チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

　・積算チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

■ ｄ．機械設備

　・空気調和設備設計図 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・給排水衛生設備設計図 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・空気調和設備設計計算書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・給排水衛生設備設計計算書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・計画通知図書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・機械設備工事積算数量算出書 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　　(拾い図等を含む）

　・機械設備工事積算数量調書(内訳書) 各１部 （ ） 部 Ａ４ファイル綴じ

　・実施設計チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

　・積算チェックリスト 各１部 Ａ４ファイル綴じ

（３）実施設計（実施設計図書）

複写

11．提出図書
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要求
図書 成果物等 原図又は原稿 製本（提出）形態 摘要

■ その他図書 Ａ４ファイル綴じ

　・日影図 各１部 （ ） 部

　・各種評定、申請、届出図書 各１部 （ ） 部 評定書、届出書含む

　・各種技術資料、報告書、計算書 各１部 （ ） 部

　・各協議記録、打合せ記録等 各１部 （ ） 部

　・総合評価方式入札検討資料 １　式 別途指示による

■ 模型、パース等

　・透視図 各１部 （ ） 部

　・模型 １　式

　・写真（　　　　　） 各１部 印刷・データ サイズ　　　　版

　・上記成果物に係る電子データ　　　　 各１部 （ ） 部 CAD､PDF､その他 CD､USB等で提出（指示による）

□ 補助申請等図書

　・学校施設台帳資料 １　式 別途指示による

　・防衛省等補助申請関連資料 １　式 別途指示による

■ 設計意図伝達業務

　・設計意図伝達業務に係る資料 Ａ４版 （ ） 部 ファイル綴じ

・各種提出図書に関する電子データの提出については、設計担当職員と協議する。

・平立断面図及び各伏図について、特に大規模建築物は縮尺を1/200とする。

・小規模建築物の縮尺については、設計担当職員と協議のこと。

・詳細図で、1/5、1/10などの部分詳細が必要なときは、各々分かりやすい縮尺とする。

11．提出図書

（４）実施設計（実施設計図書以外）

複写

・ＣＡＤデータの保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に設計担当職員と協議する。

12．成果物、提出図書に関する留意点
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付近見取図

計画敷地

計画敷地


